
健 衛 発 121
平成 26年 1

衛生主管部 ( 局) 長  殿

厚生労働省健康局生活衛生課長
(  公  印  省  略  )

旅館等 における宿泊者名簿への記載等の徹底 について

宿泊者名簿の必要事項の記載の徹底 については、旅館業法施行規則 の一部 を改正す る
省令 ( 平成 17年厚生労働省令第7号) の 施行 に伴い、 「旅館業法施行規則 の一部 を改正す
る省令の施行 について」 ( 平成17年2月9日付 け健発第0209001号健康局長通知) 及 び 「旅
館業法施行規則 の一部 を改正す る省令 の施行 に関す る留意事項 について」 ( 同日付 け健
衛発第0209004号当職通知) に よ り旅館業の営業者が実施すべ き措置の周知、指導 を依
頼す るとともに、その後 も繰 り返 し周知の徹底、指導 をお願 い してきた ところです。

しか しなが ら、別添の警察庁か らの依頼 にあるとお り、依然 として営業者 が実施すべ
き事項等が徹底 されていない事例 も散見 されている状況です。

国内におけるテ ロ等の不法行為 を未然 に防止す るためにも不特定多数の者 が利用す る
旅館等 においては、安全確保 のための体制整備 は非常に重要なもの となってい ることか
ら、改めて下記 の内容 について営業者 に対す る周知、指導の徹底 をお願い します。

記

1 宿 泊者 に対 し、宿泊者名簿への正確 な記載 を働 きかけること。
2 日 本国内に住所 を有 しない外 国人宿泊者 に関 しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番

号欄への記載 を徹底 し、旅券の呈示 を求めるとともに、旅券の写 しを宿泊者名簿 とと
もに保存す ること。なお、旅券 の写 しの保存 によ り、当該宿泊者 に関す る宿泊者名簿
の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載 を代替 して も差 し支 えない。

3 営 業者 の求めにもかかわ らず 、当該宿泊者 が旅券の呈示 を拒否す る場合 は、当該措
置が国の指導によるものであることを説明 して塁示 を求 め、さらに拒否す る場合 には、
当該宿泊者 は旅券不携帯の可能性 があるもの として、最寄 りの警察署に連絡す る等適
切 な対応 を行 うこと。                         々

4 警 察官か らその職務上宿泊者名簿の開覧請求があった場合 には、捜査関係事項照会
書の交付 の有無にかかわ らず、 当該職務 の 目的に必要な範囲で協力す ること。

なお、 この場合には、捜査関係事項照会書の交付がない ときであっても、個人情報
の保護 に関す る法律 ( 平成15年法律第57号) 第 23条第 1項 第 4号 の場合に該 当 し、本
人の同意 を得 る必要はない もの と解す ること。
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